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議案第６５号

福岡市職員定数条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２９年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，県費負担教職員の給与負担等の移譲，福岡都市圏消防通信指

令業務の共同運用等に伴う増員及び松濤園の廃止，小学校給食調理等業務の民間委託等に伴

う減員のため，職員の定数を改める必要があるによる。

福岡市職員定数条例の一部を改正する条例

　福岡市職員定数条例（昭和２７年福岡市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項第１号中「６,０３３人」を「６,０５４人」に，「６２７人」を「６３５人」に改め，同項第

２号中「１,１０３人」を「８,３２９人」に，「３１６人」を「７,２２４人」に改め，同項第３号中「３０人」を

「３１人」に改め，同項第７号中「４１３人」を「４９２人」に改め，同項第９号中「１,０５４人」を 

「１,０８０人」に改め，同項中「合計　９,２７７人」を「合計　１６,６３０人」に改める。

　　　附　則

　この条例は，平成２９年４月１日から施行する。




